
令和７年度県政広報ラジオ番組制作・放送業務委託仕様書  
 

１ 業務の内容  

県内のラジオ放送を媒体とした県民向け県政広報ラジオ番組を制作・放送する。  

   
２ 番組内容  

主に県が実施する催事や募集の案内、月間、週間等のキャンペーン及び緊急の周知な

どについて、アナウンサーが原稿を読み上げる形式の情報提供番組とする。  

 
３ 放送日  

 令和７年４月 14 日（月）から令和８年３月 27 日（金）までの期間とし、毎週月曜日

から金曜日までの週５回放送とする。  

 
４ 放送するラジオ局及び放送開始時間（予定）  

    ○琉球放送 （月～金） 11:55～  

    ○ラジオ沖縄（月～金）   11:50～  

  ○ＦＭ沖縄 （月～金） 12:55～   
 

５ 放送枠  

約５分（別紙１参照）  

内訳 本編３～５項目×約４０秒程度  
  ※受託者は、放送枠内に別紙２に基づくＣＭを挿入することができる。ただし、ＣＭ 

   を挿入・変更する場合は別紙３により、あらかじめ県と協議すること。  

 

６ 番組の制作・放送に関して、県と受託者の業務分担は、おおむね次のとおりとする。  
（１）県の業務  

ア 放送用原稿（台本）を作成する（基本的に週単位とする）。  

   イ 番組の放送予定表を作成し、放送予定を受託者に指示する。  

（２）受託者の業務  
ア 年間の放送枠を確保する。  

    イ 番組収録のためのスタジオを確保する。  

ウ 県が作成した放送用原稿の内容を確認し、適宜原稿内容の修正を行い、放送に必

要な秒数を県へ連絡する。  
エ 県が指示した放送内容と放送予定に基づき、責任をもってこれを放送する。   

オ 放送内容について県が変更・修正を指示した場合は随時これに応じる。  

カ 放送用テープの録音は、３局で放送することに鑑み、原則として局に所属せずフ

リーのアナウンサーで、３年以上の実績のある者又は相当する能力を持つと認めら

れる者を使用して行い、県の承認した放送内容と相違なく録音されるよう責任をもっ



てこれに立ち会う。  
キ 放送においては、「沖縄県民の歌」を BGM として用意し、放送に用いること。  

ケ 番組の放送内容を週ごとに収録し、Windows Media Audio 形式 (～ .wma)又は MPEG 

Audio Layer-3 形式 (～ .mp3)で月ごとにまとめてＣＤで納品する。  

    コ 番組放送実績を一覧表にして週ごとにまとめ、放送した翌月までに提出する。  
  サ 災害などの緊急事態により、緊急放送を行う必要がある場合は、原稿を差し替え

て 24 時間以内に収録・局への納品を行い、放送すること。  

 

７ その他  
この仕様に関して疑義が生じた場合は、協議の上、定めるものとする。  

 



ラジオ県民室CUEシート

アナ尻　〈　3：30　〉 制作担当者

AN．～でした

① 出演者 放送担当者

②

③

OA

OFF

Ｃ.１.

Ｆ.Ｏ.

別紙１

REEL No． 1/1

CUE TIMING 機材

TITLE

11：55～12：00

11：50～11：55

LEVEL　AM

12：55～13：00

琉球放送

ラジオ沖縄 クライアント

クライアント

1/1

ラジオ県民室

放送日時

0:00

提供社名 クライアント

20●●年●月●日

前クレ　　　ＢＧＭ：沖縄県の歌

｢沖縄県の県政広報番組『ラジオ県民室』の時間です。・・・　｣

ＣＭ　①クライアント

本編　　ＡＮ　｢こんにちは○○ ○○です～・・｣

①自治医科大学（医学部）入学試験（例）

②沖縄空手に関する講演会（例）

③環境衛生週間のお知らせ（例）

アナ尻　）　　｢・・・沖縄県の県政広報番組『ラジオ県民室』でした。｣

ＣＭ　②クライアント

ＣＭ　③クライアント

放送内容 ARTISTS LABEL NUMBER

CM/SEC

後クレ　　ＢＧＭ：沖縄県の歌

放送注意事項

0:00:00

0:00

～

貴局

00/00/00

FM沖縄

0:00:12

0:00:32

0:02:35

0:02:55

0:03:15

0:03:30

0:04:45



別紙２  
広告の取扱いについて 

 
広告は、行政広報の公共性及び品位を損なうおそれのないもので、県民に不利益を与え

ないものとし、その範囲は次のいずれにも該当しないものとする。  
 
(1) 法令等に違反するおそれのあるもの  
(2) 公序良俗に反するおそれのあるもの  
(3) 政治性又は宗教性のあるもの  
(4) 意見広告  
(5) 個人の氏名広告  
(6) 誇大又は虚偽の恐れがあるもの  
(7) あたかも県が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの  
(8) その他、県が広告として適当でないと認めるも 



別紙３ 

 

 

ラジオ県民室における CM の挿入・変更に係る事前協議書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

沖縄県知事  殿 

 

 

申請者  住所           

氏名 ○○会社○○○○○ 

代表者名      

 

 

 ラジオ県民室において、次のとおり CM を挿入・変更したいので協議します。 

 

 

１．新たに挿入する CM 
提供企業名 CM の内容 放送開始日 備 考 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

２．終了となる CM 
提供企業名 CM の内容 放送終了日 備考 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 


